
日
本
古
代

の
喪
葬
儀
礼
に
関
す
る

一
考
察

奈
良
時
代
に
お
け
る
天
皇
の
積
期
間
の
短
期
化
に
つ
い
て

三

上

真

由

子

は
じ
め
に

日
本
古
代
の
天
皇
の
喪
葬
儀
礼
に
お
い
て
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
き

た
長
期

間
に
お
よ
ぶ
積
儀
礼
は
、
奈
良
時
代
に
至

っ
て
そ
の
様
相
を

変
質
さ
せ
る
。
か
つ
て
は
数
ヵ
月
か
ら
数
年
に
わ
た
る
盛
大
な
も
の

で
あ

っ
た
が
、
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
は
埋
葬
ま
で
の
期

ハ
　

　

間
が
わ
ず
か
六
日
間
と
い
う
大
変
短

い
も
の
と
な

っ
た
。
以
後
も
平

均
十
六
日
間
と
著
し
い
短
期
化
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

一
般
的
に
は
積
の
短
期
化
を

「磧
儀
礼
の
衰
退
期
」
と
し
て
位
置

　
　

　

づ
け
、
天
皇
の
喪
葬
儀
礼
に
仏
教
的
要
素
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と

、
比
較
的
短
時
間
で
遺
体
を
処
理
で
き
る
火
葬
が
天
皇
家
に

よ

っ
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
天
皇
が
薄
葬
を
命
じ
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
か
ら
、
仏
教

・
火
葬

・
薄
葬
の
三
点
を
互
い
に
関
連
さ
せ
て
説

か
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
歴
史
学
の
観
点
よ
り
考
察
し
、
積
研
究
に
飛
躍
的
発
展

を
与
え
た
和
田
葦
氏
も
、
積

の
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
の
は
仏
式
葬
儀

の
導
入
と
火
葬
採
用
に
よ
り
磧
が
変
質
し
て
い
っ
た
た
め
と
し
、
「文

武
四
年
三
月
に
道
昭
和
尚
が
火
葬
に
付
さ
れ
た
の
に
続
い
て
、
持
統

太
上
天
皇

・
文
武
天
皇
が
火
葬
に
付
さ
れ
た

こ
と
が
、
大
化
薄
葬
令

に
よ

っ
て
王
以
上
に
制
限
さ
れ
、
次
第
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
く

　
ヨ

　

な

っ
た
積
を
急
激
に
衰
退
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
天
皇
家
に
よ
る
火
葬
の
採
用
は
元
正
ま
で
続
く
が
、
聖

武
の
時
に
は
土
葬

へ
戻
り
、
以
後
火
葬
が
確
認
さ
れ
る
例
は
清
和
ま

　
　

　

で
降
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
土
葬
を
採
用
し
た
聖
武
以
降
も
積
は
依
然

と
し
て
短
期
間
の
ま
ま
で
あ
り
、
長
期
間
に
戻
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

ま
た
、
薄
葬
の
遺
詔
は
推
古
天
皇
の
頃
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
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表1

天皇 崩 御 「殖」記事

欽明 571年4 571年5

敏達 585年8/15 585年8/1G

用明 587年4/9 不明

崇峻 592年11/3 即日埋葬

推古 628年3/7 628年3/7

一7
」明 641年10/9 641年10/1ε

孝徳 654年10/10 654年10/1(

斉明 661年7/24 661年11/7

天智 671年12/3 671年12/1]

天武 686年9/9 686年9/1]

持統 702年12/22 702年12/2⊆

文武 707年6/15 707年6/1〔

元明 721年12/7 不明

元正 748年4/21 不明

聖武 756年5/2 不明

称徳 770年8/4 不明

光仁 781年12/23 不明

桓武 806年3/17 不明

埋 葬

571年9

591年4/4

587年7/21

593年9

592年11/3

628年9/24

642年12/21

(643年9/6)

654年12/8

667年2/27

不 明

688年11/ll

703年12/26

707年11/20

721年12/13

748{1三4/28

(750年10)

756年5/19

770年8/17

782年1/7

(787年10/28)

806年4/7

(806年10)

磧 期 間
(崩御か ら埋 葬)

月

か

ら
数

年

単

位

で
行

わ

れ

て

い
た

前

代

の
盛

大

な

も

の
と

何

ら

変

わ

り

は

な

い
。

積

の
短

期

化

が

顕

著

に

み

ら

れ

る

の

は
、

わ

ず

か

六

日

間

と

大

幅

に

短

縮

さ

れ

、

以
後

そ

れ
が

恒

例

と

な

っ
た

元

明

の
時

か

ら

レ
ヱ
9
叉
ぎ
二
ぐ
ち

ク?
つ
。

よ

つ
(
、

廿疋
荘

D
冴

究

で

ま

、

ー
リ

ノ

ー
し
、ζ
'

`

し

ノて

。一ノ
(
イ

'∠
ノし
ー

な

ぜ

元
明

の
時

に
大

幅

に
短

期

化

さ

れ

た

の
か

と

い

う

こ
と

が
説

明

で
き

な

い
。

奈

良

時

代

に

お
け

る
濱

の
短

期

化

の
要

因

は

充

分

に
考

究

さ

れ
な

い
ま

ま

、

積

研

究

は

一
応

結

論

が

で

た

も

の
と

さ

れ

、
近

年

に
お

い
て
は

停

滞

傾

向

に

あ

る

よ
う

に

思

わ

れ

る
。

元

明

以

降

、

殖

が

短

期

化

さ

れ

て

い

っ
た
奈

良

時

代

の
喪

葬

儀

礼

は

、

日

本

古

来

5ケ 月

5年8ケ 月

3ケ 月

6ケ 月

1年2ケ 月

2ケ 月

5年7ケ 月

不 明

2年2ケ 月

1年

5ケ 月

6日

7日

17日

13日

る
も
の
の
、
聖
武
に
至

っ
て
は
東
大
寺
や
諸
国
の
国
分

(尼
)
寺
の

建
立
、
巨
大
な
毘
盧
舎
那
仏
の
造
立
、
相
次
ぐ
遷
都
と

い
っ
た
施
策

か
ら
類
推
す
る
と
、
葬
儀
自
体
が
薄
葬
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

厚
葬
に
戻

っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
流
れ
は
光
明
皇
后
や
娘
の
称

　
ら

　

徳
に
も
受
け
継
が
れ
た
と

い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
殖
の
短
期
化
の
要
因
を
従
来
の
よ
う
に
解
釈
す
る

こ
と
に
は
疑
問
点
が
多
く
、
ま
た
、
磧
の
短
期
化
が
い
つ
頃
か
ら
始

ま

っ
た
の
か
、
そ
の
設
定
時
期
に
よ

っ
て
要
因
は
異
な
っ
て
く
る
が
、

従
来
は
こ
の
点
が
曖
昧
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。

媚

㎝

1

9自

表
1
を
み
る
と
、
天
武
天
皇
以
降
、
殖
の
期
間
は

徐

々
に
短
縮
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
持

統
の

一
年
や
文
武
の
五
ヵ
月
と
い
っ
た
期
間
は
数
ヵ
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の
伝
統
的
な
積
儀
礼
と
、
あ
る

一
定
の
形
式
を
確
立
し
て
い
く
平
安

　
　

　

時
代
初
頭
以
降
と
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
変
遷
過
程
は
重
要

な
位
置
を
占
め
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
研
究
を
再
検
討
し
、
天
皇

の

殖
が
短
期
化
し
て
い
っ
た
要
因
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

、
積
の
定
義

本
来
、
積
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な

の
か
。
大
漢
和
辞
典
に
は

「人
が
死
ん
で
葬
る
ま
で
の
問
、
屍
を
棺
に
敏
め
て
假
に
安
置
し
て

　
　

　

お
く
こ
と
」
と
み
え
、

一
般
に
崩
御
か
ら
埋
葬
ま
で
が
積

の
期
間
と

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

積
に

つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
の
所
説
を
う
け
た
折
口
信
夫
氏
が
、

古
代
に
お
い
て
は
死
を
確
認
す
る
ま
で

一
年
く
ら
い
要
し
た
と
し
て
、

殖
は
遊
離
魂
を
定
着
さ
せ
再
生
を
願
う
、
幽
顕
の
定
ま
ら
な
い
死
者

に
対
し
て
の
招
魂

・
蘇
生
の
儀
式
を
行
う
期
間
で
あ
る
と
い
っ
た
招

魂
蘇
生
説
を
唱
え
、
民
俗
学
の
分
野
か
ら
の
研
究
が
進
み
、
井
之
口

　
　

　

章
次
氏

や
和
歌
森
太
郎
氏
が
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。

一
方
、
五
来
重
氏
は

『令
集
解
』
喪
葬
令

・
遊
部
事

の
繹
説
に

「遊
部
隔

一幽
顕
境

・鎮

・凶
痛
魂
一之
氏
也
、
終
レ身
勿
レ事
、
故
云

遊

部

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
死
し
て
問
も
な

い
崇
り
多

い
死
霊
を
鎮

送
撲
却
す
る
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
叩几
術
を
行
う
期
間
で
あ
る
と
し
、
中
田

太
造
氏
も
、
ア
ラ
ミ
タ
マ
が
鎮
魂
さ
れ
、
死
屍
が
白
骨
化
し
て
い
く

　
　

　

期
間
で
あ
る
と

い
っ
た
鎮
送
撰
却
説
を
唱
え
た
。

こ
れ
ら
二
説
の
相
違
点
は
、
積
に
お
け
る
儀
礼
が

「生
死
の
定
ま

ら
な

い
者
」
に
対
す
る
招
魂

・
蘇
生
儀
礼

で
あ
る
の
か
、
「死
が
確

定
し
た
者
の
ア
ラ
ミ
タ
マ
」
に
対
す
る
鎮
魂
儀
礼
で
あ
る
の
か
と
い

う
点
で
あ
る
。

そ
の
後
、
岩
脇
紳
氏
は

「死
体
の
腐
敗
は
夏
で

一
日
、
冬
で
も

一

週
間
か
ら
十
日
あ
れ
ば
始
ま
る
の
で
、
古
代
社
会
に
お
い
て
も
招
魂

に
要
す
る
日
は
さ
ほ
ど
長
く
な

い
」
と
考
え
、
天
皇
が
崩
御
し
て
か

ら
殖
を
行
う
ま
で
約
十
日
前
後
の
期
間
が
あ

る
と
し
、
こ
の
期
間
内

に
死
の
確
認
を
終
え
、
積
と
は
死
者
に
対
し

て
哀
悼
の
意
を
あ
ら
わ

す
行
為
で
あ
り
、
積
の
期
間
は
こ
の
行
為
を
儀
礼
と
い
う
形
で
始
め
、

　
り

　

儀
礼
と
い
う
形
で
終
了
す
る
ま
で
の

「喪
」

の
期
間
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
説
に
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
岩
脇
氏
は
、
天
武
の
喪
葬
記

事

「則
起

積
宮
於
南
庭

。」
(書
紀

・
朱
鳥
元
年
九
月
十

一
日
条
)

は
、
単
に
殖
宮
を
構
築
し
た
だ
け
で
積
を
行

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な

い
と
し
て
、
「積

手

南
庭

。」

(書
紀

・
朱
鳥
元
年
九

　
ロ

　

月
二
十
四
日
条
)
の
記
事
を
も

っ
て
積
が
開
始
さ
れ
た
と
す
る
。
し

か
し
、
九
月
十

一
日
条
に
は

「始
発
実
」
と
あ
る
。
こ
の

「発
契
」
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と

は
声

を

立

て

て
契

き

哀

悼

を

表

す

儀

礼

で
、

天
武

の
喪

葬

記

事

に

散

見

し

、
重

要

な
儀

礼

の

一
つ
で
あ

っ
た

。

よ

っ
て
、

す

で

に
磧

儀

礼

は
始

ま

っ
て

い
た

と
考

え

ら

れ

、

岩

脇

氏

の

い
う

「
積

が
始

ま

る

ま

で

の
準

備

期

間
」

と

は

い
え

な

い
。

和

田
氏

に

よ

る

と

、

天
皇

の
殖

が

儀

礼

化

し

た

の

は
安

閑

朝

末

か

ら

欽

明

朝

頃

で

あ

る

と

い
う

。

岩

脇

氏

が

考

察

の
対

象

と

し

た

天
武

の
殖

は
盛

大

な

も

の
で

あ

り

、

す

で

に
儀

礼

化

さ

れ

て

い
た
。

こ

れ

は
招

魂

に
お

い
て
も

同

様

に
考

え

ら

れ

る

の

で
、

こ

こ
で

は
磧

と

は

、

蘇

生

の

た

め

の
行

為

を

行

っ
て

い

る
時

点

の
死

、

蘇

生

へ
の
行

為

を

終

え

た
時

点

で

の
死

と

い
う

意

味

を

考

え

る

こ
と

な

く

、

天
皇

の
崩

御

に

よ

り
殖

儀

礼

が

始

ま

り

、

そ

の
か

な

り

早

い
段

階

で

の
諸

儀

礼

の

一
つ
と

し

て

招
魂

が

あ

っ
た

の
だ

ろ
う

。

ユ

ヒ

、
賓

2

E
淺

を

食

付

し

(
き

セ

ド

、

奪

高

σ

ま
、

尺
豊

D
拍

」

一

■ク

(
'Fノ
,三ドこ
'
オ
丁
一一ゴ匡

u

ー
,ノ
ワノ

一ノ
.耳

u
ー

=
ノー
三
(
1♪

御

か

ら

埋

葬

ま

で

の
期

間

全

て
を

殖

期

間

と

し

、

そ

の
間

に

死
者

に

対

す

る

個

々

の
諸

儀

礼

を

殖

と

考

え

た

い
。

二
、
従
来
の
研
究

こ
れ
ま
で
積
期
間
の
短
期
化
は

「積
儀
礼
の
衰
退
期
」

け
ら
れ

て
お
り
、
儀
礼
衰
退
の
要
因
と
し
て
、

と
位
置
づ

　ね
　

・
仏
教
葬
と
し
て
の
火
葬
採
用
と
薄
葬
化

　
ぼ

　

・
薄
葬

の
手
段
と
し
て
の
火
葬
採
用

　
ぬ

ね

・
簡
易
な
方
法

(骨
化
)
と
し
て
の
火
葬
採
用

　お
　

・
薄
葬
化
に
よ
る
仏
事
追
善
供
養
の
盛
行

と
い
っ
た
こ
と
が
主
に
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
以
外
に
要
因
を
も

と
め
る
も
の
と
し
て
は
、
和
歌
森
氏
が

「積

の
場
所
が
墓
地
に
移
動

し
、
モ
ガ
リ
と
無
関
係
に
墓
が
こ
い
に
す
ぎ

な
く
な

っ
た
」
と
し
、

稲
田
奈
津
子
氏
は

「儀
式

の
重
心
が
外
来
の
礼
制
を
多
く
取
り
入
れ

た
葬
送

へ
と
移
動
し
た
」
と
し
て
お
り
、
両
者
と
も

「喪
」
か
ら

　
め

　

「葬
」
に
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
吉
凶
判
然
意
識

の
成
立
と
薄
葬
意
識
の
擾
頭
か
ら
、
古
代
天
皇
の
喪
葬
儀
礼
の
確
立

過
程
を
考
察
し
た
渡
部
眞
弓
氏
は

「積
の
縮
小
要
因
が
火
葬

・
仏
式

葬
儀

の
採
用
に
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
太
上
天
皇
の
遺
詔

　ゼ

(薄
葬
意
識
の
昂
揚
)
に
あ

っ
た
」
と
考
え

て
お
り
、
殖
期
間
の
短

期
化
の
要
因
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
考
究
し
て

い
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

で
は
、
仏
教

・
火
葬

・
薄
葬
と
い
っ
た
要
因
が
な
ぜ
唱
え
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
つ
頃
か

ら
日
本
に
受
容
さ
れ
天
皇

の
喪
葬
と
関
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た

の
か
を
み
て
い
く
。
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①
仏
教

六
世
紀
に
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
が
天
皇

の
喪
葬
儀
礼
に
関
わ

っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
初
例
は
、
天
武

の
喪
葬
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

に
も
考
古
学
的
に
は
、
古
墳
な
ど
に
仏
教
的
要
素
を
帯
び
た
例
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
直
ち
に
葬
送
儀
式
ま
で
仏
教
的
要
素
が
含
ま
れ
て

　
あ
　

い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
天
武
の
喪
葬
記
事
は
実
に
詳
細
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
儀
礼
に
加
え
て
、

　
む
　

・
僧
尼
が
殖
宮
で
発
契

　　

・
無

遮

大

会

　
の

　

・
寺
院

(積
宮
)
で
布
施
、
斎
を
設
け
る

　　
　

・
国
忌

の
斎

と

い
っ
た
革
新
的
な
儀
礼
が
散
見
す
る
。

い
ず
れ
も
天
武

の
喪
葬
に

お
い
て
初
め
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
、
積
儀
礼

へ
の
僧

尼
の
参
加
や
飛
鳥

の
寺

々
で
行
わ
れ
た
追
善
の
法
会
、
天
武

の
服
で

作
ら
れ
た
袈
裟
が
法
興
寺
に
集
ま

っ
た
三
百
の
僧
に
贈
ら
れ
た
こ
と

な
ど
、
仏
教
的
要
素
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し

か
し
、
死
者
を
追
善
供
養
し
て
祈
願
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
書
紀

の

斉
明
三
年
七
月
十
五
日
条
に
孟
蘭
盆
会
を
営
ん
だ
こ
と
が
み
え
、
そ

の
二
年
後
の
七
月
十
五
日
に
は
、
京
内
の
諸
寺
に
孟
蘭
盆
経
を
講
じ

て
七
世

の
父
母
に
報

い
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
追
善
供
養

　お
　

す
る
と

い
う
思
想
は
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仏
教
的
要
素
は
持
統

の
喪
葬
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
斎

　ヨ

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
も
七
日
毎

の
設
斎

(読
経

・
写

経

・
悔
過
な
ど
)
を
寺
院
で
執
り
行
う
よ
う

に
な

っ
た
。

聖
武

の
喪
葬
は

「仏
に
奉
ず
る
が
如
し
」

(続
紀

・
天
平
勝
宝
八

歳
五
月
十
九
日
条
)
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
仏
教
色
濃
厚
な
も
の
で
あ
り
、

供
具
に
は
師
子
座

の
香

・
天
子
座

の
金
輪
瞳

・
大
小
の
宝
瞳

・
香

瞳

・
花
縷

・
蓋
徹

の
類
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
方
相
氏
な
ど
の
中
国
の
伝
統
的
儀
礼
に
由
来
す

　お
　

る
要
素
も
加
わ

っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇

の
喪
葬
に
仏
教
的
要
素
が
明
ら
か
に
加
わ
り

始
め
た
の
は
、
積
儀
礼
が
最
も
詳
細
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
天
武
の

時
か
ら
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、
こ
う
し
た

仏
教
的
要
素
が
す
で
に
天
武
の
喪
葬
時
に
み
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、

仏
教
が
積
期
間
を
短
縮
さ
せ
る
要
因
と
な
り
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

②
火
葬

火
葬
の
史
料
上
の
初
見
は

『続
日
本
紀
』
文
武
四
年
三
月
十
日
条
、

僧
道
昭
の

「天
下
火
葬
従
レ此
而
始
也
。」
と

い
う
記
事
で
、
こ
れ
以

降
は
天
皇
家
で
も
持
統

・
文
武

・
元
明

・
元
正
と
四
代
に
わ
た

っ
て
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火
葬
が
採

用
さ
れ
た
。

考
古

学
的
に
は
そ
れ
以
前
に
も
カ
マ
ド
塚

の
存
在
が
確
認
さ
れ
て

　め
　

い
る

。

し

か

し

、

和

田
氏

に

よ

る
と

「
カ

マ
ド

塚

に

は

一
般

の
火

葬

と

異

な

る
要

素

が

み

ら

れ

る
か

ら

、

異

常

な
事

態

に
際

し

て

の
葬
法

」

で

あ

っ
た

と

い
う

。

火

葬

に

関

係

す

る
令

文

を

み

る
と

、

・
凡

丁

匠

赴

レ
役

身

死

者

。

給

レ
棺

。
在

レ
道

亡

者

。
所

在

国

司

。

以

官

物

作

給

。

並

於

路

次

埋
殖

。

立

レ
牌

井

告

本

貫

。

若

無

家

人

来

取

者

。

焼

之

。
有

人

迎

接

者

。

分

明

付

領

。

(
賦

役

令

・
赴

役

身

死

条

)

・
凡

行

軍

兵

士

以

上

。

若

有

身

病

及

死

者

。
行

軍

具

録

随

身

資

財

。
付

本

郷

人

将

還

。

其

屍

者

。

当

処

焼

埋

。

但

弼

寺

巨

ス

ヒ

○

'守
塁

」ト
ヒ

○

、巨

方

青

●
一丁
巨

一工
、ヒ

養

ノ

一レ旺̀
-

家匿一
工

一

-

憩引人

一ノ

…
一

/む匠一β

∠

そ

直ー
一」
ノ
一
」ノ∠ノ＼

・
凡

防

人

。

向

レ
防

及

番

還

。

在

レ
道

有

身

患

。

不

レ
堪

レ
渉

レ
路

者

。

即

付

側

近

国

郡

。
給

糧

井

医

薬

救

療

。

待

差

堪

レ

行

。

然

後

発

遣

。

伍

移

本

貫

及

前

所

。

其

身

死

者

。

随

レ

便

給

レ
棺

焼

埋

。

若

有

資

財

者

。
申

送

兵

部

。

令

将

還

本

家

。

(軍

防

令

・
防

人

番

還
条

)

・
凡

三
位

以

上

。

及

別

祖

氏

宗

。

並

得

レ
営

レ
墓

。

以
外

不

レ
合

。

錐

レ
得

レ
営

レ
墓

。

若

欲

大

蔵

者

聴

。

(喪

葬

令

∴

二
位

以

上

条

)

と

あ

る

。

賦
役

・
軍
防

令

は

カ

マ
ド
塚

同

様

、

異

常

な

事

態

に
際

し

て

の
葬

法

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

が
、

喪

葬

令

の
場

合

は

『令

集

解

』

古

記

に

よ

る

と

「
大
蔵

」

は

「
火

葬

し

て
散

骨

す

る

こ
と

」

と

あ

る

こ
と

か
ら
も

、

仏
教

葬

と
し

て

の
意
味

を

持

つ
こ
と

が
わ
か

る

。

よ

っ

て

、
道

昭

の
火

葬

は

、
僧

侶

の
火

葬

と

い
う

点

か
ら

も

仏

教

的

教

理

を

背

景

と

す

る

、

仏

教
葬

と

し

て

の
火

葬

の
始

ま

り

と

い
う

意

義

を

持

つ

の
で

あ

ろ

う

。

そ

れ

で

は

、

道

昭

に
続

く

天
皇

家

の
火

葬

も

仏

教

葬

と

し

て

の
火

葬

と
考

え

て
よ

い

の
だ

ろ
う

か

。
道

昭

が
唐

に

い
た

永

徽

・
顕

慶

年

間

は
確

か

に
火

葬

が
盛

行

し

て

い
た

が

、

三
名

田
隆

信

氏

に
よ

る

と

、

僧

侶

以

外

の
歴

代

皇

帝

や

一
般

民
層

の

間

に

は
普

及

し

て

い

っ
た

模

兼

ド

覚

つ
}

よ
ハ
ヒ

ハ
う

。

ま

レこ
、

ム

攻

こ
奮

く

、

「
ム

こ
奪

ゲ

る

オ

フ
カヌ

ヨ
オ

フ

、

(
、

「

、.(
ブ

イ
・考

`

歪
♂

}
イ

ー

三ノこ

'

が
如

し
」

と
ま

で
記

さ

れ
た

聖

武

が
十

葬

さ

れ

て

い
る

こ
と

か

ら
も

、

土

葬

の
習

慣

が

強

く

残

っ
て

い
た

と

と
も

に

、
仏

式

葬

儀

と

火

葬

が

必

ず

し

も

同

一
の
も

の
と

し

て
考

え

て

い
な

か

っ
た

こ
と

を

意

味

す

ヘゼ

る
と
さ
れ
た
。
飛
鳥

・
奈
良
時
代
の
墓
葬
を
中
国
の
も
の
と
比
較
さ

れ
た
上
田
宏
範
氏
も
、
火
葬
は
少
な
く
と
も
唐
代
に
あ

っ
て
は
僧
侶

の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
限
ら
れ
た
特
殊
な
葬
法
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

　
が

　

れ
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
は
僧
侶
の
問
の
み
で
行
わ
れ
た
葬
法
で
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あ
る
火
葬
が
、
い
く
ら
仏
教
に
篤
い
か
ら
と
い
っ
て
天
皇
に
よ
っ
て

速
や
か
に
受
容
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
天
皇
が

「仏
教

葬
と
し

て
の
火
葬
」
で
あ

っ
た
と

い
う
な
ら
ば
、
聖
武
が
土
葬
で

あ

っ
た
と

い
う
事
実
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
天
皇
家
の
火
葬
採
用

の
要
因

は
こ
れ
以
外
に
も
と
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
そ
の

　
ま

要
因
の

一
つ
と
し
て
網
干
善
教
氏
の
見
解
を
以
下
に
示
す
。

網
干
氏
は
、
①
道
昭
の
火
葬
、
②
持
統

・
文
武
天
皇
の
火
葬
、
③

律
令
官
人
の
火
葬
に
は
別
々
の
要
素
が
存
在
す
る
と
し
て
、
①
は
仏

教
信
仰
を
背
景
と
す
る
も
の
、
③
は
律
令
官
人
と
し
て
個
人
の
考
え

で
自
主
的
に
天
皇
に
准
じ
た
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
②
に
つ
い
て
は
、

仏
教
の
影
響
で
は
な
く

「新
羅

・
文
武
王
の
火
葬
の
影
響
」
で
あ
る

と
し
た
。
道
昭
と
同
じ
頃
に
入
唐
し
た
新
羅
僧
の
義
湘
は
、
文
武
王

の
新
羅
王
と
し
て
初
の
火
葬
採
用
に
影
響
力
を
持

っ
た
人
物
で
あ
る

と

い
わ
れ
て
お
り
、
自
身
も
ま
た
火
葬
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

新
羅
と
日
本
の
関
係
が
、
百
済
滅
亡
後
、
天
武

・
持
統

・
文
武

・
元

明
朝
と
密
接
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、
文
武
王
と
持
統
の
遺
詔

が
、・

服
軽
重
自
有
常
科
。
喪
制
度
務
従
倹
約
。
(文
武
王
)

・太
上
天
皇
崩
。
遺
詔
。
勿
素
服
挙
哀
。
内
外
文
武
官
楚
務
如
常
。

喪
葬
之
事
務
倹
約
。
(持
統
)

と
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
文
武
王
と
文
武
天
皇

の
詮
号
が
同
じ
こ
と

か
ら
、
朝
鮮
半
島
を
統

一
し
た
新
羅
の
文
武
王
を
文
武
天
皇
が
理
想

と
し
た
こ
と
が
、
天
皇
家
に
よ
る
火
葬
採
用

の
要
因
で
あ
る
と
説
く
。

そ
の
後
、
聖
武
天
皇
の
時
に
至

っ
て
土
葬
に
戻
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

統

一
新
羅
以
後
、
日
本
は
新
羅
と
積
極
的
な
親
好
外
交
を
保

っ
て
き

た
が
、
『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年

(七
五
九
)
六
月
十
八
日
条

に
み
え
る
よ
う
に

「征
新
羅
軍
の
派
遣
を
計
画
し
て
い
る
」
こ
と
な

ど
か
ら
、
孝
謙

・
淳
仁
朝
頃
か
ら
再
び
新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
し
た

と
考
え
、
そ
れ
に
伴

っ
て
朝
廷
で
の
火
葬
も
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
と

す
る
。
つ
ま
り
、
新
羅
と
の
関
係
が
友
好
的
だ

っ
た
頃
、
文
武
王
の

火
葬
に
影
響
を
受
け
た
日
本
の
天
皇
家
に
よ
り
火
葬
が
採
用
さ
れ
た

が
、
関
係
悪
化
に
伴

っ
て
火
葬
か
ら
土
葬

へ
戻

っ
た
と

い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
道
昭
に
影
響
を
与
え
た
の
も
師

の
玄
癸
三
蔵
で
は
な

く
、
新
羅
僧

・
義
湘
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
網
干
氏
の
見
解
は
、
天

皇
家

(持
統
)
に
よ
る
火
葬
採
用
と
、
聖
武
太
上
天
皇
を
境
に
土
葬

へ
戻

っ
た
要
因
を
最
も
矛
盾
な
く
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。天

皇
と
し
て
最
初

の
持
統
の
火
葬
採
用
に
関
し
て
は
、
道
昭
の
火

葬
記
事

の
意
義
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
新
羅

・
文
武
王
の
影
響
だ
け

で
は
な
く
、
仏
教
葬
と
し
て
の
由
来
を
含
ん
で
の
伝
来
で
あ

っ
た
と
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も
考
え

ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聖
武
以
降
に
土
葬
に
戻

っ
て

し
ま
う

こ
と
に
殖
期
間
の
短
縮
化
を
直
結
し
え
な

い
点
が
残
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③

薄
葬

薄
葬
意
識
が
初
め
て
史
料
上
で
確
認
で
き
る
の
は
推
古
の
遺
詔
で
、

天
皇
遺

詔
於
群
臣

日
、
比
年
五
穀
不
レ
登
。
百
姓
大
飢
。
其

爲
レ朕
興
レ陵
以
勿
二厚
葬

・
便
宜
レ葬

干
竹
田
皇
子
之
陵

晦

と
み
え
る
。
こ
こ
で
は
磧
で
は
な
く
埋
葬
と
い
っ
た
陵
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
四
日
後
に
、
推
古
の
遺
詔
通
り

竹
田
皇
子
の
陵
に
合
葬
さ
れ
た
。

合
葬
は
古
く
古
墳
時
代
か
ら
み
ら
れ
、
終
末
古
墳
の
時
期
に
盛
行

　
れ

　

ご
.
」
L

う

σ

ら

る

。

彗

巳

レよ

ビ

こ

タ

え

る

尺

豊

菜

り

列

C

ま

、

受

判

ー

フ
'

く
・

}

-̀

!

・三
匿
玄
小
フ

(
ー

σ

'

ノ
=
ノ
i
・一
う
ノノ
(

イ

u

ー

∠
」
「
1

　ま

天
皇

(皇
后
春
日
山
田
皇
女

・
皇
妹
神
前
皇
女
)、
宣
化
天
皇

(皇

后
橘
皇
女

・
嬰
児
)
、
敏
達
天
皇

(母
石
姫
皇
女
)
、
欽
明
天
皇

(皇

太
夫
人
堅
塩
媛
)
、
推
古
天
皇

(竹
田
皇
子
)
、
聖
徳
太
子

(母
穴
穂

部
間
人
皇
后

・
妃
膳
臣
女
)、
紆
明
天
皇

(母
糖
手
姫
皇
女
)、
斉
明

天
皇

(孝
徳
天
白
舌
王
后
間
人
皇
女

・
建
王
)
、
天
武
天
皇

(持
統
天

皇
)
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
合
葬
の
盛
行
を
み
る
と
、
推
古
天
皇

の

遺
詔
は
薄
葬
を
前
提
と
し
た

「合
葬
」
を
望
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

次
に
薄
葬
意
識
が
み
ら
れ
る
の
は
、
大
化

二
年
三
月
甲
申

の
詔
、

い
わ
ゆ
る
大
化
の
薄
葬
令
で
あ
る
。
こ
の
詔

の
前
半
部
分
に
は
、
皇

族
以
下
庶
民
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
応
じ
た
造
墓
の
規

模
と
葬
具
の
程
度
、
葬
送
の
方
式
な
ど
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
規
模
は

著
し
く
小
さ
い
も
の
に
な

っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
初
め
て
濱
に
つ
い

て
も
規
定
さ
れ
、

凡
王
以
下
、
及
至

庶
民

、
不
レ得
レ営
レ積
。

と
あ
り
、
積
を
営
め
る
の
は
天
皇
と
皇
子
女

に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
こ
の
薄
葬
令
に
つ
い
て
は
関
晃
氏
の
い
う
、
政
府
の
手
に
よ
る

人
民
の
労
働
力

の
動
員
を
意
味
す
る

「公
葬
制
の
確
立
を
意
図
し
た

ハお
　

も
の
」
で
あ
ろ
う
が
、
孝
徳
の
殖
が
二
ヶ
月
と
比
較
的
短
期
間
で
あ

る
こ
と
や
蔑
葬
D
規
模
が
著
し
く
小
さ
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
る
な
ら
ば
、
薄
葬
意
識
が
ま
っ
た
く
な
か

っ
た
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。

天
智
六
年
二
月
二
十
七
日
条
に
は
、

皇
太
子
謂

群
臣

一日
、
我
奉

皇
太
后
天
皇
之
所
レ勅
、
憂

値
萬

民

之
故
、
不
レ起

石
榔
之
役

・。
所
レ
翼
、
永
代
以
爲

鏡
誠

焉
。

と
あ
り
、
斉
明
天
皇
の
遺
詔
を
う
け
た
天
智

が
群
臣
に
語

っ
た
記
事
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が
み
え
る
が
、
推
古
の
遺
詔
と
同
じ
く
陵
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

　あ
　

の
記
事

に

つ
い
て
和
田
軍

一
氏
は

「之
が
万
民
の
負
担
を
軽
か
ら
め

ん
と
せ
ら
れ
る
大
御
心
に
出
つ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
斉
明
天
皇
が

薄
葬

の
御
精
神
を
持
し
給
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
み
難
い
と
こ
ろ

で
あ
ら
う
。」
と
す
る
。

し
か
し
、
斉
明
朝
の
度
重
な
る
土
木
工
事
な
ど
を
考
え
る
と
、
こ

こ
で
は
薄
葬
と

い
う
よ
り
も
、
中
国
で
漢
代
以
来
行
わ
れ
て
い
た

「簡
葬
」
を
う
け
、
儒
教
思
想
に
則
り
、
天
皇

の
徳
を
強
調
し
た
も

の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
後
、
遺
詔
が
み
ら
れ
る
の
は
持
統

・
元
明
で
、
大
宝
二
年
十
二

月
二
十

二
日
条
の
持
統
の
遺
詔
で
は

遺
詔
、
勿
・素
服
挙
哀

。
内
外
文
武
官
楚
務
如
レ
常
。
喪
葬
之

事

、
務
従
二倹
約
・。

と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
陵
の
み
に
関
す
る
遺
詔
と
は
違

い
、
「素
服

挙
哀

の
禁
止
」
「任
務
を
平
常
通
り
行
う
こ
と
」
「喪
葬
儀
礼
の
倹
約

の
徹
底
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
養

老
五
年

十
月
十
三
日
条
の
元
明
の
遺
詔
は
、

朕
聞
、
万
物
之
生
、
靡
レ不
レ有
レ死
。
此
則
天
地
之
理
、
契
可
・・

哀
悲
一。
厚
レ葬
破
レ業
、
重
レ
服
傷
レ生
、
朕
甚
不
レ取
焉
。
朕
崩

之
後
、
宜
下
於
二大
和
国
添
上
郡
蔵
宝
山
雍
良
零

造
レ竈
火
葬
。

莫
レ改
二他
処
一。
詮
号
称
二其
国
其
郡
朝
庭
駅
宇
天
皇

一、
流
男
伝

後
世
上
。
又
皇
帝
摂

「
断
万
機

、

一
同

一平
日

。
王
侯

・
卿
相

及
文
武
百
官
不
レ得
下諏
離

職

掌

・、
追
喝
従
喪
車
上。
各
守

本

司
・視
レ事
如
レ恒
。
其
近
侍
官
井
五
衛
府
務
加

厳
警

、
周
衛
伺

候
、
以
備

一不
虞

。

と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
三
日
後
に
は
、

喪
事
所
レ須
、
一
事
以
上
、
准

-
依
前
勅

。
勿
レ致

閾
失

。
其

轄
車
・霊
駕
之
旦
ハ、
不
レ得
卜刻

1
鎮
金
玉

、
絵
当
飾
丹
青
}
。
素

薄
是
用
、
卑
謙
是
順
。
傍
丘
体
無
レ
墾
、
就
レ山
作
レ竈
、
菱
レ棘

開
レ
場
、
即
為
二喪
処

。
又
其
地
者
、
皆
殖

・常
葉
之
樹

、
即

立
・
剋
字
之
碑

。

と
遺
詔
し
た
。
元
明
の
遺
詔
は

「火
葬
の
地
を
そ
の
ま
ま
墓
と
す
る

こ
と
」
「詮
号
の
簡
素
化
」
「天
皇
や
皇
親

・
公
卿

・
官
人
ら
は
平
常

通
り

の
仕
事
を
す
る
こ
と
」
「天
皇
を
固
く

守
護
し
て
非
常
事
態
に

備
え
る
こ
と
」
「葬
具
の
簡
素
化
」
「墓
所
に
は
常
緑
樹
を
植
え
て
碑

を
立
て
る
こ
と
」
な
ど
、
持
統
の
も

の
よ
り
も
さ
ら
に
具
体
的
に

な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
推
古

の
頃
か
ら
遺
詔
が
の
こ
さ
れ
る
よ
う
に
は
な

っ

た
も
の
の
、
当
初
は
薄
葬
を
前
提
と
し
た
合
葬
や
公
葬
、
天
皇
の
徳

を
示
す
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
第
に
薄
葬
意
識
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が
全
面

に
押
し
出
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
な

る
の
は
、
持
統
天
皇

の
遺
詔
か
ら
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仏
教

・
火
葬

・
薄
葬
と
い
っ
た
三
つ
の
要
因
を
個
々
に
み
て
き
た
。

仏
教
は
七
世
紀
末

の
天
武

の
積
か
ら
そ
の
関
与
が
み
ら
れ
、
火
葬
は

天
皇
と

し
て
持
統
が
初
例
で
あ
り
、
薄
葬
も
持
統
の
遺
詔
か
ら
そ
の

意
識
が
明
確
に
な
る
。
天
武
朝
以
降
、
僧
侶
が
殖
に
参
加
し
、
火
葬

の
流
行

に
伴

っ
て
仏
教
関
係
の
記
事
も
多
く
な
り
、
薄
葬
遺
詔

の
も

と
喪
葬

は
簡
素
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
従
来
の
説
明
で
は
、
な
ぜ
積
期
間
が
唐
突
に

短
期
化

さ
れ
た
の
が

「元
明
の
喪
葬
時
」
で
あ

っ
た
の
か
と

い
う
こ

と
が
説

明
で
き
な
い
。
確
か
に
天
武
以
降
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
積

期
間
が
短

く
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
数
ヵ
月
単
位
と

い
う

も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
元
明
の
時
に
は
わ
ず
か
六
日
間
と

い
う
驚

く
ほ
ど
短

い
期
間
に
な

っ
た
の
に
は
、
元
明
の
崩
御
時
に
何
か
特
別

な
事
情

が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
元
明
の
崩
御
時
の
情
勢
に
注
目
し
て
、
以
下
み
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

三
、
積
期
間
の
短
期
化
の
要
因

(
一
)
積
は
消
滅
し
た
の
か

元
明
太
上
天
皇
以
後
、
積
期
間
が
著
し
く
短
期
化
す
る
の
を
う
け

て
、
こ
れ
を

一
般
的
に
は
磧
儀
礼
の
衰
退
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
渡
部
氏
は

「積
宮
儀
礼
の
主
要
素
は
存
続

し
、
積
は
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
し
て
通
説
に
反
論
し
、
そ
の
根

　
お

　

拠
と
し
て
二
点
挙
げ
て
い
る
。

『類

聚
三
代
格
』
延
暦
十

六
年

四
月

二
十

三
日

の
太
政
官
符

「応
レ停

土
師
宿
禰
等
例
預

凶
儀

一事
」
に
は

「磧
宮
御
膳
諌
人
長
、

及
年
終
奉
幣
諸
陵
便
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
延
暦
十
六
年
の
時
点
で

積
宮
御
膳
諌
人
長
と
い
う
職
掌
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た

『日
本
紀
略
』
仁
和
三
年
九
月
二
日
条
に
は

「内
膳
司
等
供

大

行
皇
帝

之
御
膳
。
誤

供
東
宮

。
」
と
み
え
、
大
行
天
皇
に
奉
る
べ

き
御
膳
を
間
違
え
て
東
宮
に
供
進
し
た
と
記
し
て
い
る
。
供
膳
は
殖

宮
儀
礼

の
主
要
素
で
あ
り
、
『令
集
解
』
喪
葬
令

・
遊
部
条

の
古
記

も

「遊
部
者
…
後
及

於
長
谷
天
皇
崩
時

。
而
依
レ
繋

比
自
支
和

気

。
七
日
七
夜
不
レ奉

御
食

。
依
レ此
阿
良
備
多
麻
比
岐
。」
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事

の
存
在
に
よ
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り
、
平
安
時
代
に
入

っ
て
も
な
お
磧
の
儀
礼
は
存
続
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

ま
た
、
積
に
関
わ
る
儀
礼
で
あ
る
諌
や
和
風
詮
号
の
献
呈
は
、
承

和
七
年

五
月
の
淳
和
太
上
天
皇
の
崩
御
時
ま
で
、
挙
哀

・
百
官
素
服

は
仁
和

三
年
九
月
の
光
孝
天
皇
、
延
長
八
年
十
月
の
醍
醐
太
上
天
皇

ホ

　

の
崩
御
時
ま
で
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
積
に
比
べ
て
期
間
は
短

い
も
の
の
、
十
世

紀
初
頭
頃
ま
で
は
存
続
さ
れ
て
お
り
、
奈
良
時
代
の
著
し

い
短
期
化

を
積
儀
礼

の
衰
退
期
と
位
置
づ
け
る
の
は
速
断
で
あ
り
、
ま
た
、
元

明
以
降

「磧
宮
司
」
と

い
っ
た
役
職
が
み
ら
れ
な
く
な
る
の
を
う
け

て
濱
の
消
滅
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

(二
)
元
明
の
喪
葬
の
特
徴

次
に
、
な
ぜ
積
の
短
期
化
が
元
明
の
喪
葬
時
に
起
こ
っ
た
の
か
、

そ
の
要
因
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
元
明
の
喪
葬
の
様
子
を
み
て
い
く

と
、
い
く

つ
か
の
特
徴
的
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
喪
儀
を
用

い
な
か

っ
た

・
徹
底
し
た
薄
葬
の
遺
詔

・
平
城
京
で
の
天
皇
喪
葬
の
初
例

・
天
皇
崩
御
時
の
固
関
の
初
例

以

下

、

こ
れ

ら

の
点

に
注

目

し

て
検

討

し

て

い
く

。

A

喪
儀

・
薄
葬
遺
詔

『続
日
本
紀
』
養
老
五
年
十
二
月
十
三
日
条
に
は
、
元
明
を
埋
葬

し
た
と
い
う
記
事
に
続

い
て

「不
レ
用
-喪
儀

。
由

造

詔

也
。
」
と

あ
る
が
、
こ
の
喪
儀
は

一
般
的
に
、
殖
の
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

　ぼ

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
喪
儀
を
無
批
判
に
積
と
捉
え
て
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
記
事
に
よ
る
と
遺
詔
に
よ
り
喪
儀
を
用
い
な
か

っ
た

よ
う
な
の
で
、
ま
ず
遺
詔
の
内
容
を
み
て
み
る
。
そ
の
要
点
を
箇
条

書
き
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
厚
葬
や
服
喪
の
た
め
に
人
民
の
生
活
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と

は
す
べ
き
で
は
な
い
。

②
大
和
国
添
上
郡
蔵
宝
山
の
雍
良
零
に
竈
を
築

い
て
火
葬
す
る

こ
と
。

③
火
葬

の
地
を
そ
の
ま
ま
墓
と
し
、
改
葬
し
て
は
な
ら
な
い
。

④
謳
号
は

「其
国
其
郡
朝
庭
駅
宇
天
皇
」
と
せ
よ
。

⑤
天
皇
は
平
日
と
同
じ
よ
う
に
政
務
万
般
を
執
り
行
え
。

⑥
皇
親

・
公
卿

・
文
武
百
官
は
職
務
を
離
れ
て
喪
車
に
つ
き
従

わ
ず
、
自
分
の
官
司
に
平
常
通
り
務
め
よ
。

⑦
天
皇
に
近
侍
す
る
官
人

・
五
衛
府
は
厳
重
に
警
戒
し
て
天
皇
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を

固

く

守
護

し

、
非

常
事

態

に
備

え

よ

。

(以

上

、

十
月

十

三

日
条

)

⑧

喪

事

に
関

す

る
事

は

す

べ

て
前

勅

に

従

え

。

⑨

棺

を

運

ぶ
車

や
輿

に
金

玉

を

彫

刻

、

丹

青

で
絵

を

描

く

事

は

せ

ず

、

色

彩

の

な

い
粗

末

な

も

の
を

用

い

て
卑

し

く

控

え

め

に

せ

よ
。

⑩

丘

を

削

ら
ず

山

に

竈

を

築

き

、

棘

を

刈

り

、

土

地

を

開

い
て

喪

処

と

せ

よ

。

⑪

喪

処

に
は
常

緑

樹

を

植

え

て
碑

を

立

て
よ

。

(
以

上

、

十
月

十

六

日
条

)

遺

詔

の

中

で

「
喪

儀

」

と

い
う

文

字

は

み

ら

れ

な

い
が
、

⑧

に

は

「
喪

事

」

が

み
え

て
お
り

、

す

べ

て
前

勅

に
従

え

と

い
う

こ
と

か
ら

、
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①

～
⑦

の
内

容

に

は

磧

に
関

す

る
も

の
は

み
ら

れ

な

い
。

よ

っ
て
⑧

　　

で
い
う

「喪
事
」
は
積
を
含
む
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
大
宝

・
養
老
令
制
の
治
部
省
に
属
す
る
官
司
に
喪
儀
司
が

あ
る
。
職
員
令
に
は

「凶
事
の
儀
式
及
び
喪
葬
の
具
を
掌
る
」
と
み

え
る
が
、

こ
の
凶
事
の
儀
式
と
は
令
集
解
の
繹

・
跡
説
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ

「金
鉦
鏡
鼓
楯
竿
等
行
列
法
式
。
謂

之
儀
式

也
。」
「儀
式
。
謂

立

-
列
幡
鼓
大
少
角
之
類
・。
次
第
注
載
レ式
耳
。
」
と
あ

っ
て
共
に
葬

列
の
儀
式
を
示
す
。
ま
た
、
喪
葬
の
具
に
関
し
て
も
跡

・
繹
説
そ
れ

ぞ
れ

「喪
葬
之
具
。
謂
'鼓
吹
井
帷
帳
等
之
類

也
。
」
「儀
式
具
物
。

謂

之
喪
葬
之
具

也
。」
と
あ
り
、
葬
送
の
た
め
に
必
要
な
道
具
を

　　

指
し
て
い
る
。
よ

っ
て
、
喪
儀
正
は
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
葬
列
の
儀

式
と
そ
れ
に
必
要
な
道
具
を
掌
る
と

い
う
こ
と
か
ら
も
、
喪
儀
と
い

う
語
は
葬
送
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
ま
と
め
る
と

『続
紀
』
の

「喪
儀
を
用

い
ず
」
と
は
殖
を
行

わ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
葬
送
儀
礼
が
行
わ
れ
な
か

っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
遺
詔
内
容
も
徹
底
し
た
薄
葬
を

命
じ
て
い
る
も
の
の
、
積
に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
て
い
な

い
。

つ
ま

り
、
薄
葬
と
濱
期
間
の
短
期
化
が
結
び

つ
か
な

い
こ
と
が
、
こ
こ
で

も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

B

平
城
遷
都
後
の
天
皇
喪
葬
の
初
例

元
明
の
喪
葬
は
、
平
城
遷
都
後

の
天
皇
と

し
て
は
初
め
て
の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
遺
詔
以
外
に
記
す
と
こ
ろ
が
少
な

い
。
積

宮
に
つ
い
て
も
そ
の
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
元
明
の
時

に
初
め
て
既
存
の
建
物
内
に
積
宮
が
営
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、

こ
の
点
に

つ
い
て
述
べ
る
。

こ
れ
ま
で
の
歴
代
の
天
皇
が
崩
御
し
た
宮

と
殖
宮
が
営
ま
れ
た
場
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所
を
ま
と
め
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
積
が
営
ま
れ
た
の
は
南
庭

が
多
く
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
も
比
較
的
宮
に
近
接
し
た
場
所
で
あ

る
。和

田
氏
は
河
原
に
積
し
て
骨
化
を
待

つ
の
は
縄
文
時
代
後

・
晩
期

以
来
の
複
次
葬
の
形
態
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
南
庭
以
外

の
場
所

の
欽
明

・
敏
達

・
寄
明

・
斉
明
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
の
近
く
の

河
原
で
磧
に
付
さ
れ
た
と
す
る
。

表2

天皇 崩御場所 積の場所 期間

欽明 磯 城嶋金刺宮 ・内寝 河内古市 5ケ 月

敏達 訳語田幸 玉宮 ・大殿 広瀬 5年8ケ 月

用明 池辺讐槻 宮 ・大殿 不明 不明

崇峻 倉梯柴垣宮 即日埋葬 一

推古 小墾田宮 南庭 6ケ 月

好明 百済宮 宮の北 1年2ケ 月

孝徳 難波長柄豊碕宮 ・正寝 南庭 2ケ 月

斉明 朝倉宮 飛鳥川原 5年7ケ 月

天智 近江宮 新宮 不明

天武 飛鳥浄御原宮 ・正宮 南庭 2年2ケ 月

持統 藤原宮 西殿 1年

文武 藤原宮 不明 5ケ 月

元明 平城宮 ・中安殿 不明 6日

元正 平城宮 不明 7日

積
宮
が
宮
内

の
庭
上
か
ら
、
既
存
の
建
物
内

へ
と
そ
の
場
を
変
え

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
に
降
る
が
、
後

一
条
天
皇
の
崩
御

の
際

(長
元
九
年

〈
一
〇
三
六
〉
四
月
十
七

日
)
に
、
御
生
母

・
上

東
門
院
彰
子
の
第
で
あ
る
上
東
門
院
東
対
を

「積
殿
」
に
当
て
て
い

る

(『類
聚
雑
例

〈左
経
記
〉
』)
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
の
変
化
の
時
期
を
め
ぐ

っ
て
は
、
持
統
の
喪
葬
時
か
文
武
の
喪
葬

時
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
渡
部
氏
は
持
統
の
殖
宮
が

「西
殿
」
で
営
ま
れ
た
こ
と
か

ら

「わ
ざ
わ
ざ
積
宮
を
仮
設
す
る
こ
と
な
く
、
内
裏
内
の

一
室
が
積

殿
に
当
て
ら
れ
て
い
た
」
と
し
、
田
中
久
夫
氏
も
同
様
に

「積
宮
は

ゐ
　

屋
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
」
と
す
る
。
し
か

し
、
持
統
崩
御
翌
日
の
作
殖
宮
司

・
造
大
殿
垣
司
任
命
か
ら
積
に
付

さ
れ
る
ま
で
六
日
間
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
存

の
建
物
を
利
用
し
た
の

で
は
な
く
、
和
田
氏
の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
期
間
内
に
積
宮
と
そ
れ

を
囲
続
す
る
垣
が
仮
設
さ
れ
、
そ
れ
が
西
殿
と
称
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

次
に
和
田
氏
は
、
文
武
の
積
宮
の
場
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
崩
御
翌
日
に
志
紀
親
王

・
犬
上
王

・
小
野
朝
臣
毛
野

・
佐
伯
宿

禰
百
足

・
黄
文
連
本
実
等
が
積
宮
の
事
に
供
奉
す
る
記
事
が
み
え
る

こ
と
か
ら

「従
来
の
殿
舎
を
利
用
し
て
、
そ

こ
を
磧
宮
と
し
た
可
能

性
が
高
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
文
武
の
積
宮
に
供
奉
し
た
者
の
う
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ち

、

犬

上

王

・
佐

伯

宿

禰

百

足

・
黄

文

連

本

実

等

は

持

統

の
喪

葬

時

に

作

積

宮

司

で
あ

っ
た

こ
と

を

考

え

る

と

、

既

存

の
建

物

を

利

用

し

た

の

で
は

な

く

、

お

そ

ら

く

持

統

同
様

に

磧

宮

を

構

築

し

た

の

で

は

な

い
だ

ろ
う

か

。

こ

の

「
積

宮

の
事

」

と

は

積

宮

の
構

築

か

ら

儀

礼

に

関

す

る

一
切

の
事

に
供

奉

し

た

の
だ

ろ

う

。

よ

っ
て
、

藤

原

宮

の

時

代

に
お

い
て
、

天

皇

の
積

は
宮

内

の
庭

上

に
積

宮

を

構

築

し

て
行

わ

れ

て

い
た

と

考

え

ら

れ

る

。

で
は

、

平

城

遷

都

後

の
天
皇

喪

葬

の
初

例

で
あ

る
元

明

の
場

合

は

ど

う

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

か

。

元

明

は
平

城

宮

の
中
安

殿

で
崩

御

し

、

そ

の

日

に

固

関

、

翌

日

に

長

屋

王

・
藤

原

朝

臣

武

智

麻

呂

ら

が
御

装

束

の
事

を

、
大

伴

宿

禰

旅

人

が

営

陵

の
事

に
供

し

た

。

こ

こ

で
注

目

す

べ
き

は

、

元

明

以
降

、
喪

葬

司

任

命

記

事

の
中

に

「
作

磧

宮

司
」

,
一
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＼
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ズ

げ

て
、

こ

の
元

明

の
喪

葬

の
時

に

初

め

て
既

存

の
建

物

を

利

用

し

て
積

宮

が
営

ま

れ

る

よ
う

に

な

っ
た

の

で
は

な

い
か
と

思

わ

れ

る

。

つ
ま

り

、

こ

の
時

に
積

宮

儀

礼

の
場

が

庭

上

か

ら
建

物

内

へ
と

変

化

し

た

の
で

あ

る

。

よ

っ
て
、

こ

れ

ま

で
は

宮

近

辺

の
河

原

も

し
く

は
宮

内

の
庭

上

に

殖

宮

を

構

築

し

て

い
た
が

、
平

城

遷

都

後

、
天

皇

喪
葬

の
初

例

と

な

っ

た

元

明

の
時

か

ら

、

宮

内

の
既

存

の
建

物

内

で
濱

が
営

ま

れ

る

よ

う

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
皇
帝
の
殖
宮
儀
礼

の
場
は
主
に
太
極

殿
で
あ

っ
た
が
、
日
本

で
は
平
城
遷
都
に
伴

っ
て
建
物
内

へ
と
そ
の
場
を
移
し
た
も
の
の
、

大
極
殿
を
積
宮
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
都
城
制
が
確

立
す
る
と
、
宮
城
内
遷
殿
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
先
帝
崩
御
の

御
殿
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
使
う
こ
と
は
な
く
な

っ
た
た
め
、
殿
上

の
場
合
は
内
裏
内
の
天
皇
御
在
処
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ

　なる
。中

国
礼
制
の
受
容
は
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
よ
く
み
ら
れ
、
方
相
氏

や
轄
車

・
鼓
吹
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
実
態
は
中
国
の

儀
礼
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
日
本
古
来
の
伝
統
的
儀
礼
に
吸
収
し
て

ヨタ

い

く

形

を

と

っ

て

い

た

よ

う

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

は

先

述

し

た

殖

宮

つ

易

斤

こ

)

、

ご

'2

り
ご

ま

妄

る

ご

5

)

o

σ

↓考
一ロκ
O

ゾ

し

「

『

剛0
}

`

}、く
!、
ツノ
、!

u

　ぜ

山
田
邦
和
氏
に
よ
る
と
、
元
明
陵
を
唐
の
皇
帝
陵
と
比
較
し
た
場

合
、
唐
の
皇
帝
陵
の
選
地
と
平
城
京
に
お
け
る
天
皇
陵
の
選
地
に
み

　せ

ら
れ
る
思
想
的
な
共
通
性
や
薄
葬
思
想
に
も
と
つ
く
山
丘
型
陵
墓
と

い
う
共
通
点
、
さ
ら
に
は
唐
の
皇
帝
陵
の
反
映
に
よ
る
陵
碑
建
立
と

い
っ
た
唐
か
ら
の
思
想
的
影
響
が
み
ら
れ
る
反
面
、
決
定
的
な
部
分

で
の
相
違
点
が
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
中
国
で
は
皇
帝
が
火
葬

さ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
元
明
は
火
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
元
明
陵
と

一24一



唐
の
皇
帝
陵
と
の
は
る
か
な
規
模
の
差
、
陵
の
附
属
施
設
の
有
無
、

元
明
陵

に
は

「常
葉
之
樹
」
を
植
え
た
が
、
中
国
の
薄
葬
の
皇
帝
陵

は

「無
為
封
樹
」
を
原
則
と
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
違

い
は
、
日
本
の
喪
葬
が
中
国
な
ど
外
来
の
影
響
を
う
け

つ
つ

も
、
日
本
独
自
の
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い
る

と

い
え

よ
う
。

元
明
以
前
、
天
皇
の
積
期
間
は
数
ヵ
月
か
ら
数
年
と

い
っ
た
不
安

定
な
も

の
で
あ
り
、
唐
代
で
は
儒
教
の
礼
制
通
り
ほ
ぼ
七
ヵ
月
を
基

本
と
し
て
い
た
の
と
比
べ
る
と
や
や
長
い
。
そ
し
て
元
明
以
降
の
積

の
期
間

は
死
後
二
～
三
週
間
と
な
り
、
唐
代
よ
り
も
む
し
ろ
漢
代
に

　お
　

近

い
形
態
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
殖
の
場
所
だ
け
で
な
く
、

期
間
に
お
い
て
も
、
唐

の
喪
葬
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
で
は

な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
違

い
が
あ
る
も
の
の
、
日
本
古
来
の
伝
統
的

儀
礼
に
吸
収
し
て
い
く
形
で
、
中
国
の
礼
制
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
唐

の
制
度

へ
の
接
近
も
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

C

固
関
の
初
例

固
関

の
史
料
上
の
初
見
は

『続
日
本
紀
』

条

の
元
明
崩
御
時

「遣
レ
使
固

守

三
関
・。」

養
老
五
年
十
二
月
七
日

と
み
え
る
。
以
後
、
長

屋
王
の
変

(天
平
元
年
二
月
十
日
)、
聖
武

太
上
天
皇
崩
御

(天
平

勝
宝
八
歳
五
月
三
日
)
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変

(天
平
宝
字
元
年
七
月

二
日
)
、
恵
美
押
勝
の
乱

(天
平
宝
字
八
年

九
月
十

一
日
)、
紀
伊
行

幸

(天
平
神
護
元
年
十
月
二
日
)、
称
徳
天
皇
崩
御

(宝
亀
元
年
八

月
四
日
)
、
光
仁
天
皇
不
予

(天
応
元
年
四
月

一
日
)
、
光
仁
太
上
天

皇
崩
御

(天
応
元
年
十
二
月
二
十
三
日
)
、
氷
上
川
継
の
変

(延
暦

元
年
十

一
月
十

一
日
)
に
固
関
例
が
み
ら
れ
る
が
、
延
暦
八
年
七
月

十
四
日
の
勅
で
三
関
が
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
桓
武
天

皇
崩
御

(大
同
元
年
三
月
二
十
二
日
)、
薬
子

の
変

(弘
仁
元
年
九

月
十
日
)
と
、
有
事
に
は
固
関
使
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
以
降
も
長

く
続
く
。
古
代
の
固
関
は
そ
の
事
由

・
対
象
に
注
目
す
る
と
三
つ
の

時
期
に
区
分
で
き
、
元
明
崩
御
か
ら
薬
子
の
変
ま
で
が
そ
の
第

一
期

　ぜ

と
さ
れ
る
。

第

一
期
の
固
関
は
天
皇
及
び
太
上
天
皇
の
死
没

・
譲
位

・
即
位
と

い
う
王
権
の
交
替
期
と
政
変

・
動
乱
と
い
う
王
権
の
動
揺
期
に
行
わ

れ
、
ま
さ
に
東
国
に
通
ず
る
関
の
閉
鎖

・
警
固
と
い
っ
た
軍
事
的
機

能
を
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
平
安
時
代
に
は
形
式
化
し
て
現
実
的
意
義
を
失

っ
て
い

き
、
殆
ど
の
場
合
が
天
皇

・
太
上
天
皇

・
摂
政

・
関
白

・
皇
后

・
女

院
ら
の
死
没
、
不
予
、
譲
位
、
即
位
時
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
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　ゼ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

岸
俊
男
氏
に
よ
る
と
、
三
関
国
の
制
は
す
で
に
大
宝
令
に
規
定
さ

れ
て
い
る
が

(
『令
集
解
』
公
式
令

・
諸
国
給
鈴
条
の
古
記
)
、
天
武

朝
を
遡
る
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
唐
令
に
も
み
ら
れ
な

い
の
で
、
日

本
独
自
の
事
情
か
ら
始
ま

っ
た
と
し
て
、
元
明
崩
御
時

の
固
関
は
史

料
上
だ
け
で
は
な
く
実
際
に
初
例
で
あ
り
、
現
実
に
意
義
を
有
し
て

　や

い
た

と

す

る

。

元

明

崩

御

前

年

の
養

老

四

年

八

月

三

日
、

持

統

・
文

武

・
元

明

・

元

正

と

四

代

の
天

皇

と

と

も

に
政

務

を

推

進

し

て
き

た

藤

原

不

比
等

が
麗

じ
た

。

元

正

即

位
後

の
議

政

官

で
あ

る
巨

勢

麻

呂

、

石

上
麻

呂

、

粟

田

真

人

は

相

次

い
で
麗

じ

て
お

り

、

そ

れ
と

代

わ

る

よ

う

に

養

老

二

年

三

月

に
長

屋

王

と

阿

倍

宿

奈

麻

呂

が
大

納

言

、
多

治

比

池

守

・

'1
一丸
フ
ゴ■ユ
戸
、

一＼
kト
ム孟K
＼
"戸
コ
勾

二」ヨ
,
一
丘[
"
ノ
⊃
「し
、

ヒ
」
',
一ム
、り
什
弓
F
ド
Ll

E

李

杓

5

.
ブ

や

方

ノ

ズ
目

荊

一三に
こ
杢

t

ゆ

才

一、ζノ

.《
σ
角

歪

一

月

に
は

不

比

等

の
次

男

の
房

前

が
朝

政

に
参

議

す

る

と

い
う

形

で
議

政

官

に

加

わ

っ
て
お
り

、

政

界

に

大

き
な

変

化

が

み
ら
れ

て

い
た

。

そ

し

て
不

比

等

が
麗

去

す

る
と

、

翌

日

に

は

、

舎

人

親

王

を

知

太

政

官

事

、

新

田
部

親

王

を

知

五
衛

及
授

刀
舎

人
事

と

為

す

と

い
う

詔

が
発

せ

ら

れ
、

養

老

五
年

正

月

に

長

屋

王

が

右

大

臣

、

多

治

比

池

守

が
大

納

言

に
昇

任

し

、

不

比
等

の
長

男

の
武

智

麻

呂

が

中

納

言

に
任

じ

ら

れ

、
新

し

い
政

府

首

脳

部

が

形

成

さ

れ

た

。

こ

の

よ
う

な

情

勢

の
中

で

元

明

が

崩

御

し

た

の

で
あ

る

。

元

明

の
崩

御

か

ら

約

一
ヵ
月
後

の
養

老

六
年

正

月

二

十

日

に

は

、

多

治

比

三

宅

麻

呂

が

謀

反

を

謳

告

、

穂
積

老

が
乗

輿

を

指

斥

す

る
と

い
う

事

件

が

起

こ
る

。

こ

の
事

件

に

関

す

る

記
事

は

こ

の
条

の
み

で

詳

細

が

不

明

で
あ

る
が

「
謀

反

を

謳

告

す

」

は

君
主

殺

害

・
廃

位

の

予

備

・
陰

謀

な

ど

の
虚

偽

の
告

発

を

す

る

こ
と

で
、

「
乗

輿

を

指

斥

す

」

と

は

天

皇

を

指

さ

し

て
批

難

す

る

こ
と

で
あ

る

の
で

、

こ

の
場

合

、

穂

積

老

の
批

難

は

元

正

天

皇

に

対

し

て

の
も

の
と

思

わ

れ

る

。

こ

の

よ
う

な

事

件

が

元

明

の
崩

御

後

間

も

な

い
時

期

に
起

こ

っ
た

と

い
う

こ
と

は

、
政

情

が

不

安

定

で
あ

っ
た

と

と

も

に

、

元

明
崩

御

に
は

中

央

に

お

け

る
叛

乱

を

誘

発

す

る

よ

う

な

要

因

が

潜

ん

で

い
た

と

考

え

ら

れ

る
だ

ろ
う

。

こ
う

し

た
事

態

を

予

測

す

る
か

の
よ
う

に
、

七

月

ま

ビ

リ
葺
二
剛
こ
藁

嚢

E

ヒ

奏

票

募

ム川
レご
ワ
コ

ノ
ぐ
∋

Φ

わ

へ
ト

一

ラ
日
ノこ

-夕
G

口
」F
O
ま

些

=
一
(
月

勇
〃万

、一F

ン
」
イ
ー

U
(

(

(

/
一

皿

～

十

二
頁

)

と

い

っ
た

内

容

の
遺

詔

を

の

こ
し

て

い
る

。

ま

た

、

そ

の

十

一
日
後

に

は

元

正

天
皇

が

「
凡

家

有

沈

瘤

、

大

小

不

レ
安

、

卒

発

・
事

故

者

。

汝

卿
房

前

、
当

卜
作

内

臣

・計

ー
会

内

外

、
准

レ
勅

施

行

、

輔

1
翼

帝
業

、

永

寧

中
国

家

-
。
」

と

詔

し

て
、

藤

原

房

前

に

天
皇

の
仕

事

を

助

け
永

く

国
家

を

安

寧

す

る

よ
う

に

と
命

じ

て

い
る
。

そ

し

て

元

明

の
崩

御

が

現
実

の
も

の

に
な

る
と

即

日
固

関

、

埋

葬

の

十

六

日
後

の
十

二
月

二
十

九

日

に
は
太

政

官

が

「
授

刀
寮

及

五
衛

府

、
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別

設

二
鉦

・
鼓

各

一
面

、

便

作

=
将

軍

之

号

令

・、

以

為

二
兵

士

之

耳

目

、

節

二
進

退

動

静

。
」

と
奏

上

し

て
、

授

刀

寮

と

五

衛

府

に
鉦

鼓

　
　
　

を
置
き

、
将
軍
の
号
令
伝
達
の
敏
速
正
確
が
期
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
元
明
の
崩
御
時
に
は
不
測
の
事
態
に
対
す
る
備
え

が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
厳
重
に
な
さ
れ
た
。
和
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
磧

の
期
間
中
は
何
か
と
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
異
変
な

ど
が
起

こ
り
や
す

い
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
の
天
皇
の
殖
期
間
中
に
起

こ
っ
た
異
変
に
は
、
敏
達
天
皇
時
の

「穴
穂
部
皇
子
に
よ
る
三
輪
君

逆
の
殺
害
」
、
敏
達

・
用
明
天
皇
時
の

「穴
穂
部

・
宅
部
皇
子
殺
害
」

「蘇
我

馬
子
ら
に
よ
る
物
部
守
屋
討
伐
」
、
天
武
天
皇
時

の

「大
津

皇
子
の
謀
反
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
積
期
間
以
外
で
も
皇
位
継
承

を
め
ぐ

る
異
変
は
絶
え
な
か

っ
た
。
こ
う
し
た
異
変
を
避
け
る
た
め

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
持
統
以
降
、
奈
良
時
代
を
通
し
て

「譲
位
」

　　
　

と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
元
明
崩
御
の
時
点
は
、
王
権
に
と

っ
て
き
わ
め
て
不

安
定
な
要
因
を
も

っ
て
お
り
、
不
測
の
事
態
が
十
分
に
予
想
さ
れ
た

状
況
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
測
の
事
態
に
対
す
る
備
え
の

一
つ
と
し
て
、
初
め
て
固
関
を
行
う
と
共
に
積
の
期
間
も
極
端
に
短

縮
し
て
、
政
治
的
空
白
を
避
け
る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
固
関
と
も
ど
も
先
例
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い

っ
た
も

の
と
考

え

る

。

さ
い
ご
に

こ
れ
ま
で
奈
良
時
代
に
お
け
る
積

の
短
期
化
と

い
う
問
題
に
つ
い

て
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
積
研
究
の
中
に
お
い
て

も
変
遷
過
程

の

一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
開
始
時
期
に
つ
い
て

も
曖
昧
に
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
元
明

の
濱
期
間
の
大
幅
な
短

縮
が
大
き
な
画
期
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
元
明
の
喪
葬
時
に
み
ら

れ
る
い
く

つ
か
の
特
徴
に
注
目
し
て
考
察
し
て
き
た
。
結
論
と
し
て

は
、
元
明
崩
御
時

の
不
安
定
な
政
権
に
対
応
す
る
た
め
の
固
関
や
詳

細
な
遺
詔
が
、
元
明
を
初
め
と
し
て
以
後
の
天
皇
の
磧
期
間
に
も
影

響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
そ
れ
以
外
に

も
庭
上
か
ら
建
物
内

へ
と
磧

の
場
が
移

っ
た

こ
と
に
よ
り
、
遺
体
の

保
存
上
の
問
題
か
ら
も
長
期
化
は
困
難
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
奈
良
時
代

の
喪
葬
は
外
来
の
影
響
を
う
け

つ
つ
も
、
日

本
古
来
の
伝
統
的
儀
礼
に
則

っ
て
行
わ
れ
て

い
た
と

い
え
る
。
こ
の

こ
と
は
、

一
定
の
形
式
を
確
立
し
て
い
く
平
安
時
代
初
頭
以
降
の
喪

葬

へ
、
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
示
す
も
の
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で
あ
り
、
再
考
す
る
余
地
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　 　ロ　　
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(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

・

表

1
参

照
。

和
田
華

『
日
本
古

代

の
儀
礼

と
祭
祀

・
信
仰
』
上

(塙
書

房

・
一
九

九
五
年
)

三
九

～
四
〇
頁
、
村
井
康
彦

「
日
本
神
話
と
宮
都

遺
跡
」

(
『講
座

日
本

の
神
話
』
十

二

・
有
精

堂
出
版

・
一
九

七
八
年
)
。
以

ド
、
和
田
氏

の
説

は
す

べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

和
田
註

(
2
)
。

『日
本
三
代
実
録
』

元
慶
四
年

十
二
月
四
日
条
。
そ

れ
以
前

に
淳
和
太

上
天
皇

が
火

葬
さ
れ

て

い
る
が
、
火

葬
そ

の
も

の
で
は
な
く
散

骨
を

望

ん
で
い
る
点
で
異
な
る
た
め
含
ま
な
か

っ
た

(
『続
日
本
後
紀
』
承

和
七
年
五
月
六
日
条
)
。
な
お
、
天
皇

の
火
葬

が

一
般
化
す

る
の
は
冷

泉
天
皇
以
降
と
な

る
。

大
阪
府
近

つ
飛
鳥
博
物
館

図
録

『古
墳
か
ら
奈
良
時

代
墳
墓
-

古
代

律
令
国
家

の
墓
制
1
』

(二
〇
〇
四
年
)
、
七

二
頁
。

渡
部
眞

弓

「
椅
盧
渡
御
成
立

過
程

の
基
礎
的
研
究
」

(
『明
治
聖
徳
記

念
学
会
紀
要
』
復

刊
四
号

・
一
九
九

一
年
)
に
詳
し

い
。

諸
橋
轍
次

『大
漢

和
辞
典
』
巻
六
、
七
六

一
頁

・
「
殖
」
項
。

折

口
信
夫

「
大
嘗
祭

の
本
義
」

(
『折

口
信
夫
全
集
』
第

三
巻

・
中
央

公
論

社

・
一
九
六
六
年

)
・
「
上
代
葬
儀

の
精
神
」

(『葬

送
墓
制
研
究

集

成
』

二

・
名
著

出
版

・
一
九

七
九
年
)
、
井

之

口
章
次

『仏

教

以

前
』

(古

今
書
院

・
一
九

五
四
年
)
・
『日
本

の
葬
式
』

(筑
摩
圭
旦
房

・

一
九
七
七
年
)
、
和
歌
森
太
郎

「
大
化
前

代
の
喪
葬
制
に

つ
い
て
」
(『古

(
9
)

(
10
)

(
11
)
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(17

)

(18

)

(19

)

墳
と
そ

の
時
代

二
』
・
朝
倉
書
店

・
一
九
五
八
年
)
。

五
来
重

「
遊
部
考
」

(
『仏
教
文
学
研
究
』

一
・
法
蔵
館

・
一
九
六
七

年
)
、
中

田
太
造

「
『殖
』

(モ
ガ

リ
)

に
お
け

る
民
俗

学
的
考

察
」

(
『葬
送
墓
制
研
究
集
成
』

二

・
名
著
出
版

・
一
九
七
九
年
)
。

岩
脇
紳

「
『殖
』

(
モ
ガ
リ
)」

(
『葬
送
墓
制
研
究
集
成
』

二

・
名
著
出

版

・
一
九
七
九
年
)
。

岩
脇

(10
)
に
よ
る
と
、
氏
は
こ

の
濱
を
儀
礼
と

し
て
の
意

味
を
含

ん
で
扱

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、

こ
の
記
事
を
も

っ
て
殖

儀
礼

が
始
ま

る
と

い
っ
て

い
る
と
理
解
す

る
。

和

田
註

(2
)
。

三
名

田
隆
信

「
わ
が
国
上
世
に
お
け
る
火
葬

の
風
習
に
つ
い
て
」

(
『史

泉
』

五
号

・
一
九
五
七
年

)
、
塩
入
伸

]

「
葬
法

の
変
遷
-
特

に
火
葬

の
受
容
を
中
心
と
し
て
ー

」

(
『仏
教
民
俗
学
大
系
』

四

・
名
著
出
版

・

一
九

八
八
年

)。

中

田
註

(
9
)。

高
取

正
男

「釈
服
従
吉
」

(『
日
本
文
化
史
論
叢
』
・
一
九
七
⊥ハ
年
)
。

和
歌

森
註

(
8
)
、
稲
田
奈
津
子

「喪
葬
令
と
礼

の
受

容
」

(池
田
温

編

『日
中
律
令
制

の
諸
相
』
・
東
方
書
店

・
二
〇
〇

二
年
)
。

渡

部
眞
弓

「
古
代
喪
葬
儀
礼

の
研
究
ー
奈
良
時
代

に
お
け
る
天
皇
喪

葬
儀

礼

の
変
遷
ー
」

(『神
道
史
研
究
』

四
〇

二

・
一
九
九

二
年
)
。

和

田
註

(2
)
・
七
八
～
七
九
頁

、
安
井
良
三

「
天
武
天
皇

の
葬
礼
考

1

『日
本
書
紀
』
記
載

の
仏
教

関
係
記
事
ー
」

(『
日
本
書
紀
研
究
』

第

一
冊

・
塙
童
旦
房

・
一
九
六
四
年

)。

『書
紀
』
朱
鳥

元
年
九
月

二
七

日
～
三
十

日
条

、
持

統
元
年
正

月

一
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(
25
)
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(
29
)

　

32
)
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日

・
五
日
条
、
持
統

二
年
正
月

二
日
条
。

『書
紀
』
朱
鳥
元
年
十

二
月
十
九

日
条
、
持
統

二
年

正
月
八
日
条
。

『書
紀
』
持
統
元
年

八
月

二
八
日
条
、
同
年
九
月
九

日

・
十
日
条
。

『書
紀
』
持
統
元
年
九
月
九

日
条
、
持
統

二
年

二
月

十
六
日
条
。

安

井
註

(
18
)
。

『書
紀
』

大
宝
三
年

正
月

五
日
条
、
同
年

二
月
十

一
日
条
、
同
年
四
月

二
日
条
、
慶
雲
元
年
十

一
月
十

一
日
条
。

稲

田
註

(16
)
に
よ
る
と

、
方
相
氏
は

「
『周
礼
』

に
埋
葬
前
に
墓
穴

内

の
悪
鬼
魍
魎
を

駆
除
す
る

こ
と
が
記

さ
れ

て
お
り
、
械
を
清

め

つ

つ
葬
列
を
先
導
す

る
と

い
う
、
中
国

の
伝
統

的
儀
礼

に
由
来
す

る
要

素

で
あ

る
こ
と

が
知
ら
れ
、

日
本

で
は
聖
武

・
光
仁

・
桓
武

・
文
徳

の
葬

送
に
お

い
て
の
み
確
認
さ
れ
る
」
と

い
う
。

『新

版
考

古
学
講
座

6
』

(雄
山
閣
出
版

・
一
九
七

〇
年
)
。

三
名

田
註

(
13
)
。

上
田
宏
範

「飛
鳥

・
奈
良

時
代
に
お
け

る
文
化
受

容

の

一
形
態
-
墓

制

に
あ
ら
わ
れ
た

一
側
面
-
」

(
『日
本
史

の
研
究
』
こ
、・
ネ
ル
ヴ

ァ
書

房

・
一
九
七
〇
年
)
。

網
干
善

教

「
古
代

の
火

葬
と
飛
鳥
」

(
『講
座
飛
鳥

の
歴
史
と
文
学
』

二

・
駿

々
堂

出
版

・
一
九
八

一
年
)
。

『書
紀
』

推
古

三
十
六
年
九
月

二
十
日
条
。

内
藤
政
恒

「古

代

・
中
世

の
墓
制

・
序
説
」
註

(
26
)
所
収
。

皇
后

は
延
喜
式
諸
陵
式
に

「
古
市
高
屋
墓

〈
春
日
山
田
皇
女

、
在

河

内
国
古

市
郡

一、
兆
域
東

西

二
町
、
南
北

二
町
、
守
戸

二
姻
〉
」
と
あ

り
合
葬
と

な

っ
て

い
な

い
。

(
33
)

(
34
)

　
36

　
35
)

 

(
37
)

(
38
)

(39

)

(
40
)

(41
)

(
42

)

関
晃

「大
化

の
い
わ
ゆ
る
薄
葬
制
に

つ
い
て
」

(『大
化
改
新

の
研
究
』

下

・
吉
川
弘
文
館

・
一
九
九
六
年
)
。

和

田
軍

一

「
上
代
に
於
け
る
薄
葬
思
想

の
発

展
」

(
『史

学
雑
誌
』

四

七
-

四

・
一
九
三
六
年
)
。

渡
部
註

(
17
)
。

堀
裕

「天
皇

の
死

の
歴
史
的
位
置
ー

『如
在
之
儀
』
を
中

心
に
ー
」

(
『史
林
』
八

一
・
一
九
九
八
年
)
。

新

日
本
古
典

文
学
大

系

『続
日
本
紀

二
』

(岩
波
書

店

・
一
九
九

〇

年
)

の

一
〇
六
頁

・
註
二
六
に
は

「
通
常

の
天
皇

・
太
上

天
皇

の
葬

儀
と
異
な
り
、
も
が
り
な
ど

の
儀
を
行
わ
な
か

っ
た
」
と
あ
る
。

推
古

・
箭
明

の
喪
葬
記
事

に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

「
始
起

一天
皇

喪
礼

。」

「
初
発

息

長
足
日
廣
額
天
皇
喪

。
」
と
み
え

る
。
す

で
に
磧
宮
が
設

け
ら
れ

て
か
ら
か
な
り

の
日
数
を
経

て

い
る
こ
と
、
ま
た
喪

(礼

)

か
ら
埋
葬
ま

で

の
期
間
が
短

い
こ
と
か
ら
、
磧

で
は
な
く
葬
送

か
埋

葬
に
関
わ
る
儀
礼
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

律
令

研
究
会

編

『課
註

日
本

律
令

十
』

(東

京
堂
出

版

・
一
九

八
九

年
)

二

一
八
～

二

一
九
頁
。

渡
部
眞
弓

「
日

・
中
喪

葬
儀
礼

の
比
較
研
究
ー
日
本
古
代
及

び
中
国

唐
代
を

中
心

に
ー
」

(
『国
学
院
大
学

日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』

七

一
・

一
九
九

三
年
)
、
田
中
久
夫

『仏
教
民
俗
と
祖
先
祭
祀
』

(神

戸
女

子

大
学
東
西
文
化
研
究
所

・
一
九
八
六
年
)
。

渡
部
眞
弓

「
神
鏡
奉
斎
考
」

(
『神
道
と
日
本
仏
教
』
。
ぺ
り
か
ん
社

・

一
九
九

一
年
)

二
〇
〇
～

二

一
四
頁
。

稲
田
註

(
16
)
、
新

日
本
古

典
文
学
大
系

『続

日
本
紀

三
』

(岩
波
書
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店

∴

九
九

二
年

)
の

一
六

一
頁

・
註
二
七
。

(
43
)
山

田
邦

和

「
元
明
天
皇
陵

の
意
義
」

(
『考
古
学

に
学
ぶ
ー

遺
構
と
遺

物
i
』
同
志
社
大
学
考
古

学
シ
リ
ー
ズ
冊

・
一
九
九
九
年
)
。

(
44
)
金

子
裕

之

「
平
城
京
と
葬

地
」

(
『文
化
財
学
報
』
第

三
集

・
一
九

八

四
年
)
。

(
45
)
渡
部
註

(
40
)
、
同

「中
国
漢
代

の
喪
葬
儀
礼

の
変
遷
」

(『
明
治
聖
徳

記
念
学
会
紀
要
』
復

刊
九
号

・
一
九
九
三
年
)
。

(46
)
仁
藤

智
子

「
固
関

の
展
開
と
王
権
-
平
安
時
代

に
お
け
る
王
権

の
権

力
構
造

の

一
分
析
-
」

(
『古
代
文
化
』

四
八
-

十

一
・
]
九
九
六
年
)
。

(47
)
但

し
、
非
常
事

態
時

の
固
関
例
と

し
て
、
延
喜

元
年

(九
〇

こ

月

二
十
六
日

の
昌
泰

の
変
、
天
慶

二
年

(九

三
九
)
十

二
月
二
十
九

日
の
天
慶

の
乱
、
安
和
二
年

(九
六
九
)
八
月
十
二
日
の
安
和

の
変
、

天
元

五
年

(九

八

二
)
十

一
月

十

八
日

の
内
裏

焼
亡
、
保

元
元

年

(
二

五
六
)
七
月
十

一
日

の
保

元
の
乱

の
五
例
が
み
え
て
い
る
。
仁

表3

天皇 崩御 埋葬(改 葬) 天皇 即位(譲 位)

欽明 571年4 571年9

敏達 572年4/3

敏達 585年8/15 591年4/4

用明 585年9/5

用明 587年4/9 587年7/21

(593年9)

崇峻 587年8/2

崇峻 592年11/3 592年11/3

推古 592年12/8

推古 628年3/7 628年9/24

紆明 629年1/4

箭明 641年10/9 642年12/21

〈643年9/6)

皇極 642年1/15

(孝徳) 645年6/14

孝徳 654年10/10 654年12/8

斉明 655年1/3

斉明 661年7/24 667年2/27

天智 668年1/3

天智 671年12/3 不明
天武 673年2/27

天武 686年9/9 688年11/]_1

持統 690年4/1

(文武) 697年8/1

持統 702年12/22 703年12/26

文武 707年6/15 707年11/20

元明 707年7/17

(元正) 715年9/2

元明 721年12/7 721年12/13

(聖武) 724年2/4

元正 748年4/21 748年4/28

(750年10)

(孝謙) 749年7/2

聖武 756年5/2 756年5/:L9

(淳仁) 758年8/1

(のち廃帝)

称徳 764年10

称徳 770年8/4 770年8/IL7

光仁 770年10/1

(桓武) 781年4/3

光仁 781年12/23 782年1/7

(787年10/28)

桓武 806年3/17 806年4/7

(806年10)
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(
48
)

50 49
)

藤
註

(
46
)

に
詳

し

い
。

岸
俊
男

「
元
明
太
上
天
皇

の
崩
御
-

八
世
紀

に
お
け

る
皇
権

の
所
在

-
」

(
『
日
本
古
代
政
治
史

研
究
』

岸
註

(
48
)
。

表

3
参
照
。

・
塙
圭
旦
房

・
一
九

六

六

年

)
。

[付
記
]
末
筆
な
が
ら
、
貴
重
な
御
指
導
と
御
教
示
を
頂
い
た
寺
崎

保
広
先
生
、
東
野
治
之
先
生
に
は
、
記
し
て
厚
く
お
礼
申
し

あ
げ
ま
す
。
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